
 

 

 

 

21世紀型の消費者政策の在り方について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 15 年 5月 

国民生活審議会消費者政策部会 



目  次 
 

はじめに・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  1 
 
第１章 21 世紀型消費者政策の検討の背景・・・・・・・  2 
第１節 消費者を取り巻く環境の変化・・・・・・・・  2 
１．戦後の経済発展と政策運営の特徴・・・・・・   2   
２．近年の我が国経済社会の変化・・・・・・・・   2   
第２節 消費者問題の推移と消費者政策・・・・・・・  4  
１．高度成長期以降の消費者問題と消費者政策・・  4  
２．近年の消費者問題の変化・・・・・・・・・・   6   
第３節 消費者政策の抜本的見直しの必要性・・・・・   7   
 
第２章 21 世紀型消費者政策の在り方・・・・・・・・・   9   
第１節  消費者政策の理念・・・・・・・・・・・・・  9   
１．消費者政策の転換・・・・・・・・・・・・・  9 
２．消費者の権利と消費者政策・・・・・・・・・ 11   
第２節 各主体の責務・役割・・・・・・・・・・・・ 12 
１．行政の責務・・・・・・・・・・・・・・・・ 12 
２．事業者の責務・・・・・・・・・・・・・・・ 13 
  ３．消費者の役割・・・・・・・・・・・・・・・ 13 
第３節 消費者政策の方向性・・・・・・・・・・・・ 14   
１．消費者の権利実現のための政策展開・・・・・ 14   
２．消費者政策の実効性確保・・・・・・・・・・ 15   

 
第３章 消費者政策の展開・・・・・・・・・・・・・・ 16 
第１節 消費者の安全確保・・・・・・・・・・・・・ 16 
１．安全基準の整備・・・・・・・・・・・・・・ 16 
２．リコール制度の強化・・・・・・・・・・・・ 17 

   ３．危害・欠陥情報の収集・公表・・・・・・・・ 17 
   ４．販売業者の責務の明確化・・・・・・・・・・ 19 
   ５．消費者被害の救済・・・・・・・・・・・・・ 19 
第２節 消費者契約の適正化・・・・・・・・・・・・ 19 
１．事業者による情報提供と勧誘行為の適正化・・ 20 
２．競争政策との連携・・・・・・・・・・・・・ 22 
３．指定商品・指定役務制の在り方・・・・・・・ 22 
４．消費者信用の適正化・・・・・・・・・・・・ 23 
 



第３節 消費者教育の充実・・・・・・・・・・・・・ 23 
１．消費者教育の機会の拡充・・・・・・・・・・ 23 
２．消費者教育の内容の充実・・・・・・・・・・ 24 
３．消費者教育の担い手の強化・・・・・・・・・ 25 
第４節 苦情処理・紛争解決・・・・・・・・・・・・ 26 
１．消費者トラブルの簡易・迅速・廉価な解決 
の必要性・・・・・・・・・・・・・・・・・・26 

   ２．事業者、行政による苦情処理体制の整備・・・ 27 
   ３．多様な裁判外紛争解決（ADR）の整備・・・・・ 28 
   ４．消費者トラブルにおける仲裁・・・・・・・・ 30 
第５節 IT 化、国際化及び環境問題への対応・・・・・ 31 
１．IT化の進展への対応・・・・・・・・・・・・ 31 

   ２．国際化の進展への対応・・・・・・・・・・・ 34 
３．消費者政策における環境問題への対応・・・・ 36 
 

第４章 消費者政策の実効性確保・・・・・・・・・・・ 39 
第１節 行政の推進体制・・・・・・・・・・・・・・ 39 
１．国の推進体制・・・・・・・・・・・・・・・ 39 
２．地方の推進体制・・・・・・・・・・・・・・ 40 
  ３．国民生活センターの役割・・・・・・・・・・ 41 
第２節 違法・不当行為の抑止と監視・・・・・・・・ 42 
  １．抑止策・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 42 
  ２．監視・取締り・・・・・・・・・・・・・・・ 43 
第３節 自主行動基準の策定・運用・・・・・・・・・ 44 
  １．コンプライアンス経営の必要性・・・・・・・ 44 
  ２．事業者の自主行動基準策定・運用・・・・・・ 45 
  ３．事業者団体の自主行動基準策定・運用・・・・ 45 
  ４．行政による自主行動基準策定・運用の促進・・ 46 
第４節 公益通報者保護制度の整備 ・・・・・・・・ 46 
１．制度の目的・必要性・・・・・・・・・・・・ 46 
２．通報の範囲・・・・・・・・・・・・・・・・ 49 
３．通報者の保護・・・・・・・・・・・・・・・ 50 
４．保護される通報先と保護要件・・・・・・・・ 52 



第５節 消費者団体訴訟制度・・・・・・・・・・・・ 54 
１．消費者被害の特徴と被害救済・・・・・・・・ 54 
２．諸外国の法制・・・・・・・・・・・・・・・ 56 

   ３．消費者団体訴訟制度・・・・・・・・・・・・ 57 
 
第５章 消費者保護基本法の見直し・・・・・・・・・・ 58 
第１節 消費者保護基本法見直しの必要性・・・・・・ 58 
第２節 見直しの方向性・・・・・・・・・・・・・・ 59 
 
おわりに・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 62 
 
審議経過・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 63 
 
国民生活審議会消費者政策部会委員名簿・・・・・・・・ 65 
 
 
＜参考資料＞ 
 
＜公益通保者保護制度検討委員会報告書＞ 
（公益通報者保護制度の具体的内容について） 
 



1 

はじめに 

 

我が国の消費者政策は、1968 年に制定された消費者保護基本法を基

本的枠組として、消費者関連法の制定や消費者行政組織の整備等を通じ、

充実･強化が図られてきた。 

しかし、消費者が商品･サービスに関し事業者との間でトラブルに遭

うケースは増加を続けており、特に近年ではその内容も多様化し、複雑

なものとなっている。 

また、企業不祥事の続発は、事業者に対する消費者の信頼を著しく低

下させた。こうした状況は消費者政策が､現在の消費者問題に対応でき

なくなっていることを示唆している。 

このため、消費者・生活者重視の社会を実現し、消費者が安全で安心

できる消費生活を送ることができるようにするためには、消費者保護基

本法制定以降の経済社会の大きな変化を踏まえ、消費者政策の基本的な

考え方や施策の内容を抜本的に見直し、21 世紀にふさわしい消費者政

策として再構築することが不可欠である。 

このような問題意識に基づき、国民生活審議会消費者政策部会では、

21 世紀にふさわしい消費者政策のグランドデザインを提示することを

目指し、昨年 6月に審議を開始した。昨年 12月に中間報告をとりまと

め、その後さらに審議を重ね、この度最終報告として本報告書をとりま

とめた。本報告書が消費者政策再構築のために活用されることを期待し

ている。 
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第１章 21世紀型消費者政策の検討の背景 

 

 

第１節 消費者を取り巻く環境の変化 

 

１．戦後の経済発展と政策運営の特徴 

  

戦後の我が国経済は、終戦直後の復興期及び高度成長期を通じて、 

飛躍的な発展を遂げた。経済規模は大幅に拡大し、一人当たり所得も

先進諸国に追いつくまでになった。 

こうした我が国経済の高いパフォーマンスを達成する上で、政府の  

経済政策運営は重要な役割を果たしてきた。経済の復興及び先進諸国

へのキャッチアップが主要な政策目標とされ、目指すべき方向性を行

政が提示して民間部門を誘導する観点から、主な政策手法として事前

規制や行政指導等が用いられた。  

 

２．近年の我が国経済社会の変化 

 

しかしながら、近年、我が国経済社会の姿は大きく変化してきてい

る。 

 

（１）我が国経済社会システムの変化 

 70 年代に入り先進国へのキャッチアップが達成されると、行政

が民間部門を誘導するという従前の政策手法が、経済社会の変化に

そぐわないものとなってきた。80 年代には、規制緩和を始めとす
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る構造改革の動きが始まるとともに、政策のスタンスも、高い経済

成長率の達成等よりも経済成長の成果を国民生活の豊かさに活か

すことが重視されるようになった。90 年代に入ると、経済の長期

低迷を背景に、新たな経済フロンティアを開拓して経済を活性化し、

持続的成長を達成する必要性が一層強く認識されるようになった。

また、社会の価値観も多様化し、消費者の商品・サービスに対する

ニーズも、量的な充足から、質の向上や種類の多様さへと変化した。 

このような経済社会の変化に対応するため、個人や企業の創造力

や行動力が最大限に発揮され、自己責任の下に自由な選択と活動が

確保できる環境が整備されることが求められることとなった。 

行政手法も、事前規制型から事後チェック型へと転換が進められ

つつある。 

 

（２）IT 化・国際化の進展 

科学技術の進歩は、新しい商品・サービスの登場をもたらした。 

特に 90 年代以降、我が国では IT 技術の進展とその経済社会への

浸透が急速に進行している。インターネットの普及により情報流通

量は飛躍的に増大し、インターネットは日常生活や事業活動に欠か

せないものとなっている。IT 化の進展は、消費者の扱う情報量の

増大、コミュニケーション手段の発達、ライフスタイルの変化、生

産性の向上等、多面にわたって経済構造や消費生活に大きな影響を

与えている。 

また、経済の国際化に伴い、人、財、資金、情報が国境を越えて  

迅速に動くようになっている｡こうした中で、輸入品は消費生活に

身近な存在となっており、特に食品の海外依存度は高い状況にある。
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加えて、消費者が国内の流通業者を通さずに直接海外の事業者から

商品･サービスを購入(個人輸入)する機会が増えている。特に、イ

ンターネットの普及は、国境を越えた消費者取引を拡大させている。 

 

（３）家族、ライフスタイルの多様化 

   少子・高齢化が急速に進行する中で、トラブルに遭う消費者の年

齢層は、若年層が依然として高いことに加え、近年、高齢者の割

合が増加している。また、家族形態が高齢者や若者の単身世帯が

増加するなど大きく変化し、女性の就業機会が拡大していること

などを背景に、国民のライフスタイルが多様化している。 

消費者行動についても、グリーンコンシュマー運動（消費者の

側から企業に対し環境に配慮した製品の製造、販売を求めること

で、環境負荷を軽減させる経済社会を実現させようとする運動）

にみられるように、消費者の環境に対する意識が高まるなど、消

費者の関心や活動内容も多様化してきている。 

 

 

第２節 消費者問題の推移と消費者政策 

 

１．高度成長期以降の消費者問題と消費者政策 

 

（１）経済社会の変化に伴い、消費者問題もその様相を変化させてきた。 

60 年代には、我が国経済が高度成長を遂げ、大量生産・大量消

費の仕組みが広がる中で、欠陥商品により消費者危害が発生した事

件や不当な表示事件が発生した。特に製品の安全性等に高い社会的
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関心が集まり、消費者意識も高まった（ニセ牛缶事件(60年)、サリ

ドマイド事件(62年)、PCB混入事件(68年)等）。 

こうした動きに対応して、政府においても消費者問題への取組が

本格化した。この一環として、個別分野における法令の整備（薬事

法(60 年)、割賦販売法(61 年)、景品表示法(62 年)等）が進められ

るとともに、消費者行政の担当部局が相次いで設置され（経済企画

庁国民生活局(65年)等）、消費者行政の推進体制の整備が図られた。

また、61年 5月には国民生活向上対策審議会が、65年 6月には国

民生活審議会が発足した。 

68 年 5月には消費者政策の枠組を示す消費者保護基本法が制定

された。また、消費者問題の情報提供や苦情相談対応、商品テスト、

教育研修等を担う実施機関として、70年 10月には国民生活センタ

ーが設立された。 

地方公共団体においても、消費者保護基本法でその責務が規定さ

れ、また、地方自治法で消費者保護が地方の事務として規定された

（69 年）ことを受け、消費者行政専管部局や消費生活センターの

設置が進められ、その後、地域の実情に応じた施策を講じるため、

都道府県、政令指定都市等で消費者保護条例が順次制定されていっ

た。 

 

（２）70 年代には大衆消費社会化を背景とした製品の安全性の問題が

さらに大きくなるとともに、マルチ商法など新たなタイプの消費者

問題が発生し、全国的な被害を引き起こした。また、多様なサービ

ス取引が拡大した。こうした中で、消費者トラブルも、商品の品質･

性能及び安全性に関するものから、商品の販売方法や契約等に関す
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るものへと比重がシフトした。 

 

（３）80 年代以降は、経済の情報化、サービス化、国際化等の動きが

加速したほか、クレジットカードの普及等により消費者による金融

サービスへのアクセスが容易となった。消費者問題も、多重債務や

資産形成取引に係る問題が増加するなど、その内容が変化し複雑化

した。 

これに対し、消費者信用取引の適正化や消費者契約の適正化等  

のための施策等が実施された（訪問販売等に関する法律（現特定商

取引法（76 年））等）。また、いわゆるバブル経済の中で資産形成

取引に伴う問題が急増したことから、これに対応するための法令等

が整備された（特定商品等の預託等取引契約に関する法律(86 年)

等）。90年代には、消費者と事業者間の一般的な民事ルールの整備

が進んだ（製造物責任法（94 年）、消費者契約法（2000 年））。消

費者教育の面では、学習指導要領の改訂により、契約など消費生活

に関する教育が学校において積極的に行われるようになった。 

 

２．近年の消費者問題の変化 

 

（１）消費者が商品やサービスに関連してトラブルに巻き込まれる事  

例は近年特に増加傾向にある。国民生活センター及び全国各地の消

費生活センターに寄せられた消費者からの苦情相談件数は、2001

年度には 66万件に上り、10年前の約 3.8倍に達している。消費者

の苦情相談のうち消費生活センター等に寄せられるものは一部に

限られたものであることにかんがみると、潜在的にはこれを大幅に
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上回る消費者トラブルが発生しているものとみられる。 

また、近年自動車のリコール隠し事件、食品の偽装表示事件など

企業不祥事が続発し、これを契機として、企業に対する消費者の信

頼は著しく低下した。こうした事態は、事業者自身にとってもその

存立基盤を揺るがすまでに至っており、事業者の適正なコーポレー

トガバナンス（企業統治）の構築等の努力により、消費者と事業者

の間の信頼関係の回復を図ることが重要な課題となっている。 

 

（２）こうした状況の背景には、技術進歩に伴う商品機能の高度化、規

制改革の推進、IT 化・国際化の進展等の経済社会の大きな変化が

あると考えられる。 

これらの変化により、消費者にとって商品･サービスの選択肢が

格段に拡がり、また、インターネットを通じ国境を越えた瞬時の取

引が可能となるなど、消費者の利便性は飛躍的に高まっている。 

しかしながら、その反面で、悪質事業者の参入、消費生活におけ

る商品・サービスの複雑化、IT を活用した消費者取引の普及によ

り、消費者トラブルが増大するリスクも高まっていると考えられる。 

 

 

第 3節 消費者政策の抜本的見直しの必要性 

 

 消費者政策は、消費者の視点に立って、常にその時々の経済社会

情勢に即応して推進されるべきものである。我が国の消費者政策は、

68年の消費者保護基本法制定以降、その基本的な枠組みを堅持しつ

つ、消費者関連法の制定や、消費者行政組織の整備などを通じ、充
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実・強化が図られてきた。 

しかしながら、消費者トラブルは長期的に増加を続けており、特

に近年は内容も多様化・複雑化している。これは、消費者保護基本

法の制定時と現在では経済社会情勢に大きな相違があり、同法制定

時の情勢を前提とした消費者政策では、現在の消費者問題に十分対

応しきれていないことを示唆している。 

このため、消費者政策の基本的考え方や具体的な消費者施策を現

在の経済社会情勢に照らして検討し、21世紀の経済社会にふさわし

い消費者政策として再構築すべき時期にあると考えられる。このよ

うな問題意識の下、本報告書において 21世紀にふさわしい消費者政

策のいわばグランドデザインを提示することとしたい。 
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第２章 21世紀型消費者政策の在り方 

 

 

第１節 消費者政策の理念 

 

１．消費者政策の転換 

 

  消費者は、事業者に比べ情報力や交渉力において不利な立場にある

ことから、その格差を縮小するために、各般の消費者政策が講じられ

てきたが、その際の消費者の位置付けや政策手法は時代とともに変化

してきている。21 世紀にふさわしい消費者政策は、この変化を踏ま

え、以下を基本として推進すべきである。 

 

（１）消費者の位置付けの転換－保護から自立へ 

これまでの消費者政策は、事業者を業法等に基づき規制するとい

う手法を中心に展開されてきた。そこでは、一般的には消費者は行

政に「保護される者」として受動的に捉えられてきた。 

一方、近年、規制緩和が進展し、市場メカニズムの活用が進めら

れている。市場メカニズムの活用は、消費者が市場において主体的

に行動し、自由で多様な選択を行うことを可能とするものである。

市場メカニズムを十分活用するためには、事業者間において自由で

活発な競争が行われ、市場の公正性及び透明性が確保されるととも

に、消費者は、「自立した主体」として市場に参画し、積極的に自

らの利益を確保するよう行動する必要がある。同時に、行政は消費

者の自立のための環境整備を行うことが必要である｡ 
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（２）市場メカニズムの活用－事前規制から事後チェックへの重点 

シフト 

消費者政策の基本的な考え方は、相対的に強い立場の事業者の活

動に一定の規制を加えるとともに、弱い立場の消費者に対して情報

提供、消費者教育、苦情処理等による支援を行うことを通じて消費

者利益の確保を図ろうとするものである。 

その基本的な考え方は変わるものではないが、90 年代に入り、

規制緩和が進展し、市場メカニズムの活用が進んでいることに加え、

IT 化や国際化の進展等により、新しい商品やサービスが登場し、

消費者トラブルも多様化・複雑化していることから、従前のような

事前規制を中心とする行政手法のみに依存することは困難となっ

ている。このため、事業者に対する規制を中心とした政策手法から、

消費者と事業者が市場において自由で公正な取引を行うためのル

ール（市場ルール）を整備し、市場メカニズムを活用する政策手法

に重点をシフトする必要がある。それに伴い、悪質事業者の監視・

取締りや被害を受けた消費者を救済する制度の充実等の事後チェ

ック機能を拡充させることが一層重要となる。 

一方、市場メカニズムの活用が必ずしも適切でない、あるいは、

市場メカニズムを補正しつつ活用することが必要な領域は依然と

して存在しており、そうした領域では引き続き行政が積極的に関与

していく必要がある。消費者の安全や健康の分野は、そうした領域

の一つである。安全や健康は一度損なわれると回復が困難な場合が

多く、一定の事前規制等が必要である。また、消費者取引において

も、適切かつ十分な情報提供や適正な勧誘等が行われるよう、厳正

に監視・取締りを行うことが不可欠である。特に、高齢者、障害者、
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未成年者等に対しては、その特性を踏まえつつきめ細かく対応して

いく必要がある。 

 

（３）情報公開と事業者のコンプライアンス経営 

消費者政策の手法の変化に加え、2001年 4月より情報公開法が

施行され、消費者利益を確保する上で、情報公開の重要性が高まっ

ている。 

また、事業者は、企業不祥事の多発を背景に、消費者の信頼を取

り戻すため、自主行動基準を策定・運用するとともに、消費者にも

公表し、その評価を受けつつ自主的にコンプライアンス（法令等遵

守）経営に取り組む動きも進みつつある。 

今後、消費者政策を推進するに当たっては、情報の公開を進める

とともに、事業者のコンプライアンス経営を促進することが必要で

ある。 

 

２．消費者の権利と消費者政策 

 

  消費者が「自立した主体」として能動的に行動していくためには、 

・安全が確保されること  

・必要な情報を知ることができること 

・適切な選択を行えること 

・被害の救済が受けられること  

・消費者教育を受けられること  

・意見が反映されること  

等がまずもって重要であり、これらを消費者の権利として位置付け、
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消費者政策を推進する上での理念とする必要がある。 

これら消費者の権利は、保護によって与えられるものではなく、消

費者自ら実現に努めるべきである。また、事業者は、これら消費者の

権利を尊重した事業活動に努めるとともに、行政は、その実現のため

に消費者政策を強力に展開していく必要がある。 

 

 

第２節 各主体の責務・役割 

 

消費者の権利の実現のためには、行政、事業者、消費者の各主体が、

相互に連携しつつ、それぞれの責務・役割を果たすことが必要不可欠

である。また、事業者団体、消費者団体、その他各種の非営利団体

（NPO）等の役割も重要である。 

  

１．行政の責務 

 

国及び地方公共団体は、消費者の権利を実現するための消費者政策

を策定し、着実に実施する責務がある。このため、消費者安全の確保、

消費者取引の適正化、消費者への情報提供と消費者教育の充実、苦情

処理・紛争解決体制の整備等の諸施策を展開するとともに、行政の推

進体制の整備、悪質な事業者等による違法・不当行為の抑止・監視や

取締り等を確実に実施する必要がある。 

特に、消費者政策の手法が市場メカニズムの活用に重点をシフトす

ることに伴い、市場ルールの整備や事後チェック機能の拡充等の施策

を一層強力に展開すべきである。 
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２．事業者の責務 

 

（１）事業者は、その事業活動において、 

  ・安全な商品・サービスの提供 

  ・公正な消費者取引の確保 

  ・消費者への適正かつ迅速な情報提供 

  ・消費者からの苦情・相談への適切な対応 

等を確実に実施するとともに、そのための体制を整備する責務があ

る。また、こうした責務を果たすための指針を示す自主行動基準を

策定･運用すること等を通じ、企業倫理を確立し、コンプライアン

ス経営に努める必要がある。 

   

（２）事業者団体は、以上のような事業者の責務が適切かつ確実に果た

されるよう促すため、 

  ・消費者からの苦情対応と紛争解決の仕組の整備 

  ・事業者による自主行動基準の策定・運用の促進 

  等に努める必要がある。 

 

３．消費者の役割 

 

（１）消費者は自ら主体的にかつ自己責任の下で判断し、選択し、行動

することにより、消費者の権利を実現するよう努める必要がある。

すなわち、 

  ・必要な情報を収集し、合理的に判断・選択し行動すること、  

  ・事業者、行政への働きかけを行うことなどにより、消費者利益の
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確保に努めること、 

  などを通じ、その役割を積極的に果たす必要がある。 

 

（２）また、消費者個人は事業者に対して情報力や交渉力の面で不利な

立場にあり、自ら必要な情報を入手したり被害の救済を求めること

等において限界があることから、消費者団体は、消費者の健全かつ

自主的な組織活動を通じて消費者利益を確保する役割を果たす必

要がある。このため消費者団体は、その多様な活動形態等に応じて、 

  ・情報の収集・発信 

  ・消費者教育・啓発 

  ・消費者政策への意見の反映 

  ・消費者の視点に立った市場の監視 

  ・消費者被害救済の支援 

等に努める必要がある。また、消費者の組織活動のために必要な

施策が講じられる必要がある。  

 

 

第３節 消費者政策の方向性 

 

以上の理念に鑑みると、行政は消費者の権利を実現していくため、

以下の政策を強力に展開していくことが不可欠である。 

 

１．消費者の権利実現のための政策展開 

 

  消費者の権利を実現するための環境整備を図るため、  
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・ 安全で安心できる消費生活の基盤整備 

・消費者への情報提供と消費者教育の充実 

・市場ルールの整備 

・苦情処理･紛争解決制度の整備 

等を内容とする施策が講じられるべきである。 

また、消費者政策の基本的方向性を示すため、中長期的観点に基づ

くビジョンを策定し、着実に実施すべきである。 

 

２．消費者政策の実効性確保 

 

消費者利益が十分確保されるためには、１．で示した各般の施策

の実効性が確保されることが不可欠である。このため、消費者行政

の推進体制や関係行政機関間の連携の強化、違法・不当行為の抑止・

監視や取締り、事業者による自主行動基準の策定の促進を図るとと

もに、実効性確保のための制度面の検討が必要である。 
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第３章 消費者政策の展開 

 

 

第１節 消費者の安全確保 

 

消費者の生命・身体に対する危害の防止は最も基本的かつ重要な課

題であり、安全基準の整備、製品流通後のリコール制度の強化、危害・

欠陥情報の収集・公表等を通じて、安全で安心できる消費生活の基盤

を整備する必要がある。また、政策手法も、規制の重点が事前規制か

ら事後チェックへとシフトしているが、消費者の安全確保のためには

一定の事前規制が必要である。 

 

１．安全基準の整備 

 

（１） 安全基準の整備・拡充 

消費者の安全確保のための適切な基準の設定が重要である。特に、

経済のサービス化を反映し、安全に関する苦情相談の中でサービス

分野の占める割合が増加しており1、この分野における安全の確保

が重要な問題となっている。トラブルの多い分野2については、行

政が基準の設定等のルール整備を早急に行うことが必要である。 

 

 

 

                                                 
1 サービス分野において消費者からの苦情が多いものとしてエステティックサービス、医療サービス等があ           
る。 
2 例えば、エステティックサービスについては、開業に際しての届出義務や公的な資格制度がない。 
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（２）リスク分析手法の導入 

現在、食品等の分野においてはリスク分析手法3の導入が進めら

れている。安全基準の策定に当たっては、安全性についての科学的

評価が行われるとともに、消費者の意見が適切に反映される仕組み

が必要である。 

 

２．リコール制度の強化 

 

消費者の生命・身体に影響を及ぼすような商品等が市場に流通した

場合、市場から早急に回収するための措置を講ずることが必要である。

現在、医薬品、食品、自動車、一部の家電製品等については、行政が

事業者に対し、商品の回収等、危害の発生・拡大を防止するために必

要な措置を命ずることが可能となっている。このため、回収期間の短

縮等リコール制度の運用を強化するとともに、新たな分野でも必要に

応じて制度化することが重要である。 

 

３．危害・欠陥情報の収集・公表 

 

危害・欠陥に関する情報は、迅速に消費者に伝えられなければなら

ない。このため、事業者は適切かつ十分な情報を速やかに消費者に提

供する必要がある。また、行政においても事業者や消費者から情報を

                                                 
3 例えば食品分野においては、リスク分析は「リスク評価」、「リスク管理」及び「リスクコミュニケーション」          
 により構成される。 
・「リスク評価」：どの程度の確率でどの程度の影響が起きるかを科学的に評価  
・「リスク管理」：すべての関係者と協議しながらリスク低減のための複数の政策・措置の選択肢を評価し、
適切な政策・措置を決定 
・「リスクコミュニケーション」：リスク評価、リスク管理の過程において、すべての関係者の間でリスクに

関する情報、意見などを相互に交換 
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収集するとともに、その情報を評価し、消費者にわかりやすい形で公

表する仕組みを充実させていくことが必要である。 

 

（１）事業者から行政への報告 

事業者が得た危害・欠陥情報は迅速に行政に報告されることが重

要である。現在、事業者から行政に対しては、自動車のリコールの

届出、医薬品等の副作用・回収の報告の義務が課せられているが、

他の分野においても、情報が迅速かつ正確に行政に報告される仕組

みを充実していくことが必要である。 

 

（２）行政から消費者への公表 

行政が入手した危害・欠陥情報は消費者に速やかに伝えられなけ

ればならない。2001年に情報公開法が施行されたが、安全性に関

する情報等は、公開請求を待つまでもなく行政から積極的に情報提

供を行う必要がある。また、2002年 8月の食品衛生法改正におい

て事業者名等の公表に関する規定が設けられており4、このような

行政による情報提供の実効性を高めていくことが必要である。 

 

（３）トレーサビリティシステムの充実 

食品については、生産段階から消費者の手に渡るまでの流通経路

の情報を消費者が容易に得ることのできるトレーサビリティシス

テムの導入が進められており、今後、同システムの普及が必要であ

                                                 
4  食品衛生法第 29 条の 2 「厚生労働大臣及び都道府県知事は、食品衛生上の危害の発生を防止するため、
この法律又はこの法律に基づく処分に違反した者の名称等を公表し、食品衛生上の危害の状況を明らかにする
よう努めるものとする。」 
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る5。 

 

４．販売業者の責務の明確化 

 

卸・小売等の販売業者は、消費者からのクレーム等安全に関する情

報を有しており、この情報の早期把握は、危害の発生・拡大を防止す

るために重要である。このため、これらの情報を製造業者、消費者及

び行政にフィードバックする等の責務を販売業者が担うことが必要

である。 

 

５．消費者被害の救済 

 

安全に関する消費者被害が迅速かつ適正に救済されることは、事業

者による事前の安全性確保措置を促すことになる。被害救済の実効性

を確保するため、製造物責任法施行以降の訴訟、裁判外紛争処理機関

における被害救済の事例等を幅広く収集・分析し、適切な措置を講じ

る必要がある。 

 

 

第２節 消費者契約の適正化 

 

  各地の消費生活センター及び国民生活センターに寄せられた苦情

相談のうち、契約・解約に係るものは、全体の 7割を超えている。消

                                                 
5  食品関係事業者には、食品衛生法の改正により、食中毒発生時の原因究明や被害拡大防止のため、仕入元
等に係る記録の作成・保存の努力義務が課せられることとなっている。 
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費者契約は、当事者や商品の特性、販売態様等に応じて公正でなけれ

ばならず、消費者が事業者との契約に関して不利益を被らないよう消

費者契約の適正化を図ることは、消費者政策における重要な柱である。 

民事ルールの面では、2001年 4月、消費者契約法が施行されたと

ころであるが、法施行後の状況等を踏まえ、その見直しを行うなど、

今後一層のルール整備を図る必要がある。また、行政法規の面におい

ても、特定商取引法、独占禁止法等による消費者契約の適正化の実効

性を高める方策を講じていく必要がある。特に、消費者が契約する際

の事業者による情報提供、勧誘行為及び契約条項についてはトラブル

が多く、その適正化を図ることが必要である。 

 

１．事業者による情報提供と勧誘行為の適正化 

 

（１）消費者契約に関する情報提供 

消費者契約に関し、消費者の判断に影響を与える重要事項につい

て、事業者が業態等に応じ十分かつ適切な情報を提供することは、

消費者契約に不可欠な基本原則であり、その原則を法的に明確化す

る必要がある。 

 

（２）広告・表示の適正化 

広告や表示は、消費者に対する重要な情報提供手段であるが、誇

大、虚偽の広告や表示に関するトラブルは、各種法令による規制に

もかかわらず依然多い。このため、広告や表示に関する法令違反に

対する罰則強化や監視体制の充実・強化が必要である。 
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（３）表示ルールの充実 

消費者に対する表示の内容については、JAS 法、特定商取引に

関する法律等個別の法令において必要表示事項が規定されている

が6、新たな取引にも対応できるよう、必要な表示事項に関するル

ールの充実が必要である。 

 

（４）執拗な勧誘 

トラブルの多い勧誘として、消費者が希望しない場合においても

執拗に勧誘する行為（訪問販売、キャッチセールス、電話による勧

誘、電子メールを利用した勧誘等）がある。これについては、法令

により一定の規制7がなされているが、このような勧誘を消費者の

プライバシー侵害の面から捉えて対応することも含めて、実態に応

じて規制を拡充していく必要がある。 

 

（５）消費者の特性に応じた勧誘 

 事業者は、消費者の知識、経験、理解力、資力等の特性を考慮し

た勧誘・販売を行わなければならないとする考え方は、消費者契約

に広く適用されるべき原則であり、その旨を法的に明確化する必要

がある。また、明らかに当該取引に対する適合性を有しない消費者

に対し、過大なリスクを伴う商品・サービスを積極的に勧誘・販売

してはならないとする考え方の導入を、取引類型に応じて検討する

                                                 
6  ①JAS法では、生鮮食品には名称、原産地など、加工食品には原材料名、賞味期限などを必要表示事項と
している。②特定商取引に関する法律では、通信販売を行う際の広告について、商品若しくは権利の販売価格、
販売業者の氏名、名称等を必要表示事項としている。 
7 例えば特定商取引法においては、訪問販売等での迷惑勧誘の禁止や、希望しない旨の意思表示を行った消費
者に対する電話勧誘の禁止等を規定している。 
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必要がある8。 

 

２．競争政策との連携 

 

市場メカニズムは、供給サイドにおける競争促進と需要サイドにお

ける消費者の適正な選択によって、より有効に機能する。このため、

競争政策は、企業間の公正かつ自由な競争の維持・促進を図るととも

に、消費者の選択が歪められないような環境整備を図ることをその目

的として位置付ける必要がある。 

このため、景品表示法の不当表示や、独占禁止法の不公正な取引方

法に係る規制を厳正に運用することに加え、消費者の適正な選択を歪

める行為9を規制できるような方策を検討すべきである。 

 

３．指定商品・指定役務制の在り方 

 

訪問販売、電話勧誘販売等については、規制対象となる商品・サー

ビスが政令で指定されているが、新たな商品・サービスの出現に対し

て対応が後追いとならざるを得ないため、これに迅速かつ的確に対応

できるよう、その在り方について早急に検討すべきである。 

 

 

 

                                                 
8 証券取引法第 43 条第 1 号、特定商取引法施行規則第 7条第 2号、北海道消費生活条例第 16条第１項等 
9 消費者の適正な選択を歪める行為としては次のような類型が考えられる。 
  ①ぎまん的勧誘行為（不実告知、不利益事実の不告知等） 
②一方的不利益行為（取引開始後に消費者に一方的に不利益になるように契約内容を変更する行為等） 
③困惑行為（威迫、不退去、監禁等） 
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４．消費者信用の適正化 

 

消費者信用取引の増大とともに、多重債務問題の深刻化、信販会社

に対する支払義務に関するトラブル等が生じている。このため、過剰

与信、高金利、抗弁権接続10、広告の在り方等の問題に適切に対応す

る必要がある。 

 

 

第３節 消費者教育の充実 

 

情報力において事業者に比べ劣位にある消費者の立場を改善する

とともに、消費者が自立した主体として能動的に行動するために、消

費者教育の果たすべき役割はますます大きくなっている。 

このため､学校､地域､職場､家庭などにおいて､幅広い年齢層を対象

に消費者教育を充実させることが必要である。 

 

１．消費者教育の機会の拡充 

 

（１）学校における消費者教育の充実 

学校における消費者教育については、学習指導要領の改訂による

総授業時間数の減少を背景に、消費者教育の授業時間の減少が懸念

されている。このため従来の公民科や家庭科にとどまらず、「総合

的な学習の時間」や課外講座等の活用などを通じ、消費者教育の機

                                                 
10 通常は第三者には対抗できない抗弁を一定の場合に認めること。例えば、割賦購入あっせんにより商品を
購入し、商品に瑕疵があった場合、割賦販売法により買主は第三者たる信販会社の支払請求に対しても対抗で
きる。 
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会の拡充に向けて取り組むことが必要である。 

 

（２）社会人に対する消費者教育の充実 

社会人に対する消費者教育は、国民生活センター、消費生活セン

ター、消費者団体等を通じて行われているが、関心の高い一部の人

に参加者が限定されるなど、消費者教育を受ける対象が十分広がっ

ていない。このため、従来型のいわば「集める」タイプの消費者教

育のみならず、「出前講座」11の開催等により、高齢者等消費者教

育の機会を得にくい消費者の元へ「届ける」タイプの消費者教育が

必要である。また、情報提供媒体についても、従来型の啓発資料の

作成、配布のみならず、インターネット、マスメディアの活用等に

より多様化を図っていく必要がある。 

 

２．消費者教育の内容の充実 

 

（１）消費者問題の変化に対応した教材の開発・提供 

近年のインターネット関連トラブルや、いわゆる「ヤミ金融」問

題にみられるように、消費者教育の扱うべき問題は変化し、多様

化・複雑化しており、このような変化に迅速に対応することが求め

られる。このため、消費者問題の変化に即応した適切な教材の開発

と、その教育現場への迅速な提供を行うことが必要である。 

 

 

                                                 
11 消費者問題出前講座は、内閣府の主催により、地理的、身体的理由等により消費者問題について知る機会
の少ない高齢者を対象に、全国各地で講習会を開催するものである。これにより消費者問題に関する情報･知識
の普及啓発を図り、高齢者等が消費者トラブルに巻き込まれることを防止すること等を目的としている。 
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（２）体験型学習の充実 

消費者教育の手法としては、講義式が主流となっているが、消費

者教育の受け手からはロールプレイング（実際の消費者問題を擬似

体験させる学習手法）等の体験型の学習手法への関心が高い。この

ため、こうした体験型学習の機会を拡充する必要がある。 

 

３．消費者教育の担い手の強化 

 

（１）消費者教育の担い手の資質向上と裾野の拡大 

学校、消費者団体、NPO等における消費者教育の担い手の資質の

向上と裾野の拡大が必要である。 

このうち、学校教育については、教員の消費者問題に関する知見

を高め、効果的な指導方法を習得した教員を養成するため、教員養

成課程における消費者教育関連科目の履修の促進や消費者教育に

関する教員の研修の充実が必要である。 

  

（２）消費者教育の担い手間の連携強化 

消費者問題の多様化・複雑化に伴い、個々の担い手のみでは扱え

ない問題も増えていることから、外部講師派遣を支援する制度の充

実等の措置を通じ、消費者教育を担う学校、消費者団体、NPO、

事業者及び行政等の連携を強化していくことが必要である。特に、

学校における消費者教育を推進していく上で、消費生活センターと

教育委員会の連携をより強化していくことが重要である。 
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（３）リソースセンターの機能強化 

消費者教育の現場に教材や講師に関する情報が十分届いていな

いことから、教材や講師派遣など、消費者教育に関する情報を集約

し、各推進主体に効率的に提供する、いわばリソースセンターの役

割が重要であり、こうした役割を担う組織12の機能強化が必要であ

る。 

 

 

第４節 苦情処理・紛争解決 

 

 消費者が直面したトラブルを解決し被害の救済を図るためには、消

費者が利用しやすい苦情処理・紛争解決の手段を拡充する必要がある。 

 

１．消費者トラブルの簡易・迅速・廉価な解決の必要性 

 

消費者トラブルは潜在数も含めれば極めて多数に及び、少額な被害

が多く、また、消費者と事業者の間には資金、時間、専門性等の面で

の交渉力の格差が存在している。このため、適正迅速に被害の救済を

図るためには、裁判制度が消費者にとってより活用しやすいものとな

ることが必要であり、この観点からの裁判制度の充実と裁判所へのア

クセス向上が求められる。 

他方、消費者トラブルに裁判制度のみで対処することには限界があ

り、簡易・迅速・廉価な苦情処理や裁判外紛争解決（ADR）の果た

                                                 
12  例えば、? 消費者教育支援センターや金融広報中央委員会がリソースセンターとしての役割を担ってい
る。 
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す役割は重要である。 

これら裁判、苦情処理や裁判外紛争解決の活用は、消費者契約法な

どのルールの実効性確保や事業者による違法・不当な行為の抑止に向

けて、消費者自身が積極的な役割を発揮していくという意味において

も重要と考えられる。 

 

２．事業者、行政による苦情処理体制の整備 

  

各地の消費生活センター及び国民生活センターへの消費者からの

苦情相談は、2001年度においては 10年前の約 3.8倍に達し、内容も

多様化・複雑化している。消費者保護基本法は「苦情処理体制の整備

等」を事業者及び行政の責務として規定しているが、こうした苦情相

談の大幅な増加や内容の多様化・複雑化に的確に対応できるよう、事

業者及び行政のそれぞれにおいて、なお一層公正で透明性の高い苦情

処理体制の整備を図るべきである。 

 

（１） 事業者による苦情処理体制 

苦情対応に関する JIS規格として 2000年 10月に「苦情対応マ

ネジメントシステムの指針」が制定されており、この規格への自主

適合宣言を行う等により苦情に適切に対応する体制を構築してい

くことが必要である。 

 

（２） 行政による苦情処理体制 

消費者保護基本法第 15条は、市町村が苦情処理を担うことを規

定している。しかし、消費者に最も身近な市町村が苦情処理を行う



 
 
 

28 

ことは消費者にとって便利なことが多い反面、事業者活動の広域性、

消費者トラブルの多様化・複雑化等を踏まえれば、市町村単独です

べての苦情を処理することは困難であるほか、小規模な町村によっ

ては苦情処理の体制を整えることが困難な場合もある。 

消費生活センターにおける近年の苦情の増加や内容の変化等を

踏まえ、2000年 7月の消費者政策部会報告「都道府県と市町村に

おける苦情相談・処理業務の在り方について」は、都道府県が市町

村を補完・支援し、また独自の役割として苦情処理を行う責務を有

し、国民生活センターが都道府県・市町村の苦情処理を支援する責

務を有することを指摘している。このような役割分担の下、増大し

多様化・複雑化する消費者苦情に適切に対処していくためには、市

町村、都道府県、国民生活センターがそれぞれの責務を果たしてい

くことが不可欠である。 

 

３．多様な裁判外紛争解決（ADR）の整備 

 

消費生活センターへの消費者苦情が大幅に増加し、あっせん件数も

増加しているにもかかわらず、行政型又は民間型13の裁判外紛争解決

（あっせん、調停等）については、必ずしも消費者に十分周知され利

用されているとは言えない。こうした消費者トラブルに関する裁判外

紛争解決については、簡易・迅速・廉価な解決という視点に加え、公

正性や透明性を確保して消費者の信頼を高めるとともに、商品・サー

ビスの専門性や紛争の内容、希望する解決の柔軟性等に応じて、消費

                                                 
13  例えば、94年の製造物責任法（PL法）成立を契機に、裁判外の紛争処理体制を充実強化することを目的
に、事業 者団体等が消費者との紛争解決のため設立された PLセンターなどがあり、現在、家電製品 PLセ
ンターなど様々な分野別の機関が活動している。 
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者がより主体的に多様な紛争解決手段から最適と考えるものを選択

できる環境整備を図ることが必要である。 

 

（１） 都道府県等及び国民生活センターによる紛争解決 

消費生活センターは、助言、情報提供などのほか、これらによっ

ては解決に至らない苦情相談についてあっせんを行っている。また、

条例により都道府県等に消費者トラブルのあっせん、調停を行う機

関として消費者苦情処理委員会が設置されているが、これらの機関

に付託される消費者トラブルはごく少数にとどまっている14。苦情

処理の円滑な運営に資するためにも、少数の委員で構成される部会

を複数設置することにより機動的な運営体制を整備したり、事案付

託のための公益性要件を実質的に緩和する等により消費者苦情処

理委員会の積極的な運用を図ることが必要である。 

また、国民生活センターにおいても、苦情処理のあっせんの充実

に努めるとともに、それに資するために、消費者苦情処理専門委員

会の積極的な活用を図る必要がある。 

 

（２）事業者団体による紛争解決 

事業者団体による紛争解決については、団体の会員である事業者

側にあっせん・調停結果に対する尊重義務を課したり、費用を事業

者団体の負担とすることで手数料を無料とするなど、消費者側にと

っての利点となる仕組みとすることができる。こうした特色や利点

を活かし、また、透明性を高め、手続やルールの標準化・明確化を

進めることを通じ、事業者団体による紛争解決に対する消費者から

                                                 
14  2001年度の新規付託件数は、東京都 2 件、茨城県 1件、神奈川県 1 件の計 4件にとどまっている。 
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の信頼を高めていくことが求められる。 

 

（３） 紛争解決機関の連携と総合的な窓口機能の発揮 

消費者がこれらの紛争解決をより利用しやすくしていくために

は、個々の機関による認知度の向上等の努力に加え、消費生活セン

ターが総合的な窓口機能を果たしていくことが必要である。このた

め、消費生活センターは、民間も含めた紛争解決機関との連携を進

め、消費者のニーズに応じた適切かつ信頼できる機関を消費者に紹

介するとともに、処理結果をフォローアップしていくことが必要で

ある。 

国民生活センターにおいても、このような総合的な窓口機能の発

揮に加え、苦情処理・紛争解決に関する各種情報の総合的な情報提

供機能を発揮していくことが求められる。 

 

４．消費者トラブルにおける仲裁 

 

仲裁は、あっせん・調停と並び簡易・迅速な裁判外紛争解決として

位置付けられる。しかし、仲裁合意は当事者の訴権を失わせるという

重大な効果を持つ一方で、消費者・事業者間に情報力・交渉力の格差

が存在することから、消費者が十分認識していないうちに事前仲裁合

意が締結されたり、仲裁機関の適切性が消費者には判断が困難である

ことなどにより、消費者に不利となる場合があることが懸念されてい

る。 

このため、消費者・事業者間の仲裁合意の在り方については、消費

者取引及び仲裁機関の実情や司法制度改革において法制が整備され
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る仲裁制度の利用状況を踏まえ、別途検討を行うこととする。 

 

 

第５節 IT化、国際化及び環境問題への対応 

 

  IT 化や国際化、環境問題等経済社会の変化や技術革新の進展を背

景に、消費者を取り巻く環境も大きく変化しており、それに伴い消費

者問題も多様化･複雑化していることから、こうした動きに即応した

消費者政策が求められる。 

 

１．IT化の進展への対応 

 

（１）IT 化の進展と消費者問題 

 IT 技術の進展と経済社会への浸透は、インターネットの普及等

を通じ、 

・消費者が受発信する情報量の飛躍的増大 

・世界中と瞬時にコミュニケーションが可能となること 

・電子商取引の拡大 

等、消費者の生活に大きな影響を与えている。 

しかし、その一方で、インターネットを通じた取引の場合、取引

相手の特定が困難であること（匿名性）、一度に多数の情報発信が

可能であること（迅速性・開放性）、取引のプロセスが書類等の形

で残らないことが多いこと等の特性がある。また、IT 技術の進歩

が急速であるため、消費者や行政等が迅速な対応を講じることが難

しい。さらには、インターネットオークションのような個人間
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(C2C)15取引に伴う問題は、事業者・消費者間（B2C）16取引を対

象とする従来の消費者問題とは性格を異にすることから、消費者問

題として対応することが困難な面がある。 

こうした特性を背景に、IT 化に関連する消費者トラブルは近年

急増している17（情報通信関連の消費者トラブルは、99 年度の約

27,000件から、2002年度は約 165,000件と大幅に増加している。

また、全苦情相談に占める情報通信関連の苦情相談の割合も、5.7％

から 20.2％に増加している18）。 

 

（２）ルール等の整備 

ITの特性を背景とした消費者トラブルに対処するため、インタ

ーネット通販における申込操作ミスの防止に関する規定、ウェブサ

イト等における権利侵害情報の流通による被害者からの発信者情

報の開示請求を可能とする規定、いわゆる｢迷惑メール｣について、

商業広告の送付の場合の受信拒否の方法等の表示の義務付けを始

めとした各種法令の整備が行われてきた。 

しかし、IT化に伴うトラブルは依然多い。今後も、IT技術の進

                                                 
15  Consumer to Consumer の略 
16  Business to Consumerの略 
17  ITに関連したトラブルの内容としては、 
・インターネットショッピング（インターネット上での商品取引）における商品未納や販売業者との連絡不能
等のトラブル 
・インターネットオークション（インターネット上でのオークション取引）における商品未納、代金不払い等
のトラブル 
・インターネット情報サービス利用における国際電話への接続先書換えによる高額な通話料請求 
・携帯電話利用における迷惑メールやいわゆる「ワン切り」 
・インターネットを利用したネズミ講やマルチ商法 
・各種カードの多機能化に伴うトラブルの複雑化や、他人のカード、ID等を利用したいわゆる「なりすまし」
による被害 
などがある。 
18 国民生活センターのPIO-NET（全国消費生活情報ネットワークシステム）データによる。2002年度の数 
値は暫定値。 
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展は急速であり、新たな形態のトラブルが生じてくることが考えら

れる。 

このため、上記の法令をはじめとする各種ルール等の運用を実効

的に行うとともに、その制定後の状況を検証し、必要に応じて迅速

かつ弾力的にさらなるルール等の整備を行う必要がある。 

 

（３）情報提供、消費者教育の充実 

 ITの活用は、消費者にとって、利便性の向上など、多大な恩恵

があるが、消費者がその恩恵を享受するためには、ITの特性とそ

のリスクを理解した上で活用することが必要である。 

 しかし、IT関連の技術は急速に進歩を遂げていることから、消

費者がこれに十分対応することは容易ではなく、新たな技術を悪用

した悪質商法に対応することも困難である。 

このため、国民生活センター、消費生活センター等による一般消

費者向けIT講座の開催など、ITに関する情報提供や消費者教育の

一層の充実を図る必要がある。その際、ITに関する知識に関して

は消費者間で理解力等に大きな差が存在していることを十分踏ま

え、ITにアクセスできる人とそうでない人、ITを使いこなせる人

とそうでない人（特に高齢者等）の間に生じる「デジタルディバイ

ド」と言われる情報格差に留意した施策を講じる必要がある。 

  

（４）苦情処理・紛争解決の体制整備 

IT に係る消費者トラブルの件数は、他の消費者トラブルの件数

と比して急増しているため、ITトラブルに関する相談窓口の拡充・

強化、紛争解決体制の整備、国境を越えた取引に係るトラブルの解
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決のための国際的連携19等を推進することが必要である。 

 

（５）IT を積極的に活用した消費者政策の展開 

消費者政策の推進において、IT を積極的に活用することを検討

すべきである。例えば、行政における消費者トラブル情報の集約

化・ネットワーク化や、国際的な消費者関連情報のネットワーク化

20、消費者に対するホームページを通じた総合的な情報提供等を推

進する必要がある。 

  

２．国際化の進展への対応 

 

（１）国際化の進展と消費者問題 

我が国経済の国際化に伴い、輸入品が消費者の生活に身近なもの

となり、消費者の選択できる商品･サービスの品質・価格の幅が拡

大する一方で、輸入品の品質や安全性等に対する消費者の不安感は

大きなものがある。 

また、インターネット等を通じて消費者が海外の事業者から直接

商品を購入する個人輸入も増加しているが、こうした取引に伴う消

費者トラブルも増加している。このような国境を越えた取引に係る
                                                 
19  OECD消費者政策委員会（CCP：Committee on Consumer Policy）において、電子商取引における消費
者保護ガイドラインが策定され、99 年 12 月、OECD理事会にて採択された。同ガイドラインは、消費者がオ
ンライン上のショッピングにおいて、少なくとも他の商業形態で与えられている保護レベルと同様に保護され
ることを目的としている。 
現在、CCP では、消費者取引の国境を越えた救済、裁判外紛争解決（ADR）、支払いカード保有者のための
消費者保護等の問題に取り組んでいる。 
20 国境を越えた不正な取引行為を防止するための取組の促進、これらの不正な行為や外国における対応に関
する情報交換の促進等を目的として、92年、IMSN（国際的市場取引監視機構ネットワーク）が設立され、各
国の消費者保護機関が加盟している。IMSNでは、インターネット関連の苦情の把握及び消費者への情報提供
を行うことを目的として、eConsumer.gov プロジェクトを開始しており、消費者はこのプロジェクトのウェブ
サイトにアクセスすることにより様々な情報が得られるほか、インターネット関連の苦情を直接書き込むこと
ができる。なお、IMSNは 2003 年に ICPEN（消費者保護・執行国際ネットワーク）へ改称された。 
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消費者トラブルは、言語や法制度･商慣行の相違、地理的距離等の

要因によって解決がより困難なものとなっている。 

このため、輸入品の安全の確保や国際的な消費者取引に伴う消費

者トラブルの解決等のための施策の充実とともに、安全基準等に関

する国際規格の整備等に積極的に参画していくことが必要である。 

 

（２）輸入品の安全性の確保 

輸入品の安全性を確保するため、輸入の拡大に対応した検査・監

視体制の強化を図る必要がある。また、輸入品の安全性に関し、関

係国に対し原因調査、検査体制の強化を要請するなど、国際的な連

携を強化していく必要がある。さらに、安全や表示等に関する国内

外の規格･基準の拡充を促す上で国際規格の整備を促進していくこ

とが重要であり、ISO21、Codex22など国際機関等による規格･基準

の策定作業に積極的に参画する必要がある。 

 

（３）国際的な消費者取引の適正化 

国境を越えた消費者取引に伴うトラブルを予防するため、信頼で

きる事業者を識別するためのマーク制度の導入･普及や、海外事業

者によるトラブルに関する情報の迅速な提供や注意喚起などの取

組が必要である。また、トラブルへの国際的対応を強化するため、

消費者被害に関する情報提供、捜査協力、取締りの強化等について

法執行機関の国際的な連携を強化する必要がある。 
                                                 
21  ISO(国際標準化機構)は、約 140か国の非政府組織の国際機関であり、国際的な物とサービスの貿易を促
進し、知的、科学的、技術的及び経済的活動の分野での協力を発展させる観点から、工業製品からサービスに
至る様々な国際規格の決定及び関連活動の発展を促進する活動を行っている。 
22  62 年に FAO（国連食糧農業機関）と WHO（世界保健機関）が合同で設立した国際政府間組織であり国
際食品規格の策定を通じて消費者の健康を守るとともに食品貿易における公正を確保することを目的としてい
る。 
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（４）国際的な苦情処理・紛争解決体制の強化 

国境を越えた消費者取引に関するトラブルの解決のため、こうし

たトラブルへの対応力があり、消費者が利用しやすい ADR機関が

育成されるための環境整備を行う必要がある23。また、国内外の

ADR 機関のネットワークづくりを進め、国内の ADR 機関が海外

との仲介を行うといった仕組みを検討する必要がある24。 

 

３．消費者政策における環境問題への対応 

 

（１）環境問題と消費生活 

日常生活において利便性の向上が追求され、経済社会が大量生

産・大量消費・大量廃棄型へと移行してきたことに伴い、資源やエ

ネルギーの消費量も増加の一途をたどっており、環境への負荷はま

すます大きなものとなってきている。 

   また、地球温暖化等にみるように、環境問題はかつてとは異なり

グローバルな広がりをみせ、その原因も産業活動のみならず国民の

消費活動によるところも大きい。このため、消費者には、環境に配

慮した商品の選択、エネルギーの節約など、日常の消費生活におい

て省資源･省エネルギー等環境に配慮した行動の実践が求められる。 

 

 

                                                 
23  2003年 9 月から、ISO（国際標準化機構）の場で、事業者主体の ADR の国際ルール作りが始まることとな
っており、我が国の実情が考慮された国際規格が制定されるよう積極的に対応していくことが重要である。 
24  民間団体である電子商取引推進協議会（ECOM）では、米国・カナダの非営利団体ベタービジネスビュ
ーロー（BBB）と連携して紛争解決に取り組んでいる。例えば、日本の消費者と米国の事業者の間で紛争が生
じた場合、ECOMが日本の消費者からの紛争申立てを受け、米国の BBB に解決を依頼、BBBが米国の当該事
業者と連絡を取り、適切な対応を促すことにより、問題の解決を図っている。 
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（２）持続可能な社会実現のための消費者の参画 

近年の環境問題の顕在化とともに、消費者の環境問題への意識も

高まっており、近年、グリーンコンシュマー運動が活発になってい

る。これは、消費者が、環境に配慮した商品の選択を通じて製造業

者や流通業者に対し環境に配慮した商品の製造・販売を求め、いわ

ば市場のグリーン化を進めていくことで、環境負荷の軽減を図って

いこうとする運動である。 

このように持続可能な社会を実現するためには、消費者一人一人

が自らの行動が環境に与える影響を認識し、環境問題への取組に対

してさらに積極的に参画していくことが期待される。また、国連や

OECD においても「持続可能な消費」として、消費者、事業者、行

政等が果たすべき役割と講ずべき施策等について検討が進められ

ている。 

 

（３）消費者の環境配慮型行動のための消費者政策の展開 

消費者が環境に配慮した行動を実践するためには、消費者政策に

おいても、事業者及び行政による消費者への適切な情報提供や消費

者教育が必要である。このため、環境ラベル制度の整備･普及、広

告・表示の適正化、消費者啓発及び消費者教育の充実と情報のネッ

トワーク化等を図る必要がある。 

 

① 環境ラベル制度の整備･普及 

消費者が商品の環境配慮にかかる情報を得るためには、環境

ラベルがその有力な情報源となるが､環境ラベルは運営主体や

導入された経緯等によって多種多様な制度が存在しているため、
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多様な環境ラベルに関する情報を一元化し､インターネット等

を利用して閲覧するための「環境ラベル等データベース」が本

格的に運用される等、その情報提供体制が整いつつあるが、こ

れをさらに推進する。また、インターネット以外の媒体も利用

し適切な情報提供を行っていく必要がある。 

 

  ②環境に関する広告・表示の適正化 

環境に配慮した商品に関する広告・表示は、「環境にやさしい」

等のあいまい又は抽象的な表現が多く消費者が適切な判断を行

いにくい状況にある。このため商品の再生素材の使用の程度や、

リサイクルへの配慮、廃棄後の環境への影響等を商品のライフサ

イクルを通じて具体的にわかりやすく示す広告表示が徹底され

る必要がある。 

 

③消費者啓発・教育の充実と情報のネットワーク化 

消費者の環境に対する意識の高まりに対応するため､消費者教

育においても､消費行動と環境に関する講座を積極的に展開する

とともに､わかりやすい教材を提供していく必要がある。 

  また、消費者､事業者､行政等による横断的なネットワークを

構築し、各々の情報の共有化を進めるとともに、各主体の環境

問題への取組を促進していくためのキャンペーン等の施策を講

じていく必要がある。 
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第４章 消費者政策の実効性確保 

 

 

第１節 行政の推進体制 

 

１．国の推進体制 

 

国の消費者行政は、内閣府が基本的な消費者政策に関する企画・

立案、推進等の機能を担い、個別具体的施策は各省庁がそれぞれの

権限や所掌事務に基づいて実施している。また、基本的な消費者施

策を審議・推進するための機関として消費者保護会議が設置されて

いる。 

21 世紀にふさわしい消費者政策を、政府一体として強力かつ効

果的に推進するためには、広範にわたる基本的な施策を戦略的かつ

一元的に企画・立案、調整及び推進することのできる機能を強化す

る必要がある25。このため、各省庁が消費者を重視した政策運営を

行うとともに、消費者行政関係部局・機関間の連携を強化し、消費

者問題に関する各種情報の効果的な交換及び活用と、消費者問題の

発生に際して、危機管理の観点も踏まえ、迅速な対応が行える体制

整備を図るべきである。  

また、これらの機能強化を実効あるものとするためには、中長期

的な視点を踏まえた消費者政策の基本戦略を策定し、同戦略に基づ

いて各般の施策を確実に推進するとともに、講じられた消費者施策

                                                 
25  2001年の中央省庁等再編に当たっては、各省庁が所掌している消費者行政については、できる限り内閣
府に統合するものとされたところである。 
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の効果等について評価を行い、その評価を政策の企画立案過程へフ

ィードバックすることにより、より効果的な消費者政策体系の構築

を図るべきである。 

   消費者保護会議については、外部の専門的知見を活用しつつ、会

長である内閣総理大臣の強力なリーダーシップの下、今後の消費者

政策運営の包括的かつ体系的な方針を示す基本戦略の策定や、問題

に即応した迅速かつ機動的な対応策の決定及び推進等により、その

改革を図るべきである。 

 

２．地方の推進体制 

 

地方公共団体は、特定商取引法、景品表示法など国が定めた施策を

実施するとともに、消費者保護条例の制定などを通じ地域の社会的・

経済的状況に応じた消費者政策を推進している。 

近年、商品・サービスの流通域の拡大、電子商取引等の新たな取引

形態の出現などにより都道府県域を超えた広域的な消費者被害が増

加しつつある。このため、各都道府県間での条例内容（事業者の不適

正な取引規制など）についての連絡調整、各省庁も含めた国・地方公

共団体間での悪質事業者に関する消費者苦情の情報交流の促進など、

広域的な消費者政策の推進に向けた国・地方の適切な役割分担と密接

な連携を図っていくべきである。 

  苦情処理体制については、市町村で消費生活センター設置が進む一

方、一部の都道府県で消費生活センターの統廃合や業務の民間委託の

動きも出ている。地方公共団体においては、苦情処理に果たすべき責

務を踏まえ、引き続き適切な体制整備や機能強化を図ることが求めら
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れる。 

 

 

３．国民生活センターの役割 

   

（１）国民生活センターは、各地の消費生活センターの間を結ぶ情報ネ

ットワークである PIO-NET（全国消費生活情報ネットワークシス

テム）を運用し、消費者苦情等に関する情報を提供しているほか、

消費生活センターの苦情相談処理への支援、地方消費者行政職員・

相談員への研修や苦情処理テストを実施するなど、全国の消費生活

センターの中核機関としての役割を果たしてきている。 

PIO-NETで収集された事業者に関する苦情については、これま

でも消費者被害の未然防止・拡大防止のため、国・地方で活用され

てきたところである。国民生活センターにおいては、経済産業省や

公正取引委員会など、消費者利益を侵害する違法・不当行為の取締

り等を行う省庁等との間で、なお一層の緊密な情報交換を行い、消

費者被害の防止に努める必要がある。 

このような国・地方・国民生活センター間の適切な役割分担と連

携を図りつつ、消費者苦情等に関する情報の収集・提供、あっせん

の充実や苦情処理専門委員会の活用等を通じて国・地方の消費者政

策を支えることが重要である。 

 

（２）消費者問題の解決に当たっては、消費者団体、事業者団体等との

連携も重要である。また、多様化する社会のニーズに対応して、消

費生活に関連した分野などでのNPOの活動が活発化していること
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から、こうした団体との情報交流も重要となってきている。国民生

活センターは、こうした広範な組織が行っている情報提供、紛争解

決、消費者啓発等の活動におけるネットワークの中核機関としての

機能を強化する必要がある。 

 

 

 第２節 違法・不当行為の抑止と監視 

 

１．抑止策 

  

（１）行政処分26 

違法・不当な行為を行った事業者に対しては、法令に基づき迅

速かつ厳正な行政処分を課すことが必要である。また、制裁金制

度等による行政処分の制裁機能強化を検討すべきである。 

 

（２）行政刑罰27 

最近、一部の法令において、悪質な事業者等に対する罰金額の

引上げ改正が行われているところであるが28、違法行為の抑止力

を高めるために罰金額等の見直しが必要である。また、悪質な事

業者等に対しては、例えば刑事告発を行うことなどを含め、厳正

に対処する必要がある。 

                                                 
26 一般に、行政庁が公権力の行使と国民に対して具体的規律を行う法的行為をいい、命令等がある。 
27 行政刑罰とは、行政法上の義務違反に対して科される刑法に刑名のある刑罰（懲役、禁固、罰金、科料等）
をいう。 
28 例えば、最近の食品の不正表示事件を受け、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律（JAS
法）が改正され、不正表示に関して法人の罰金の最高額が 50 万円から 1 億円に引上げられ、2002年 7 月 4日
から施行されたところである。 
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（３）事業者名の公表 

事業者名や違法行為の公表は、違法・不当行為に対する制裁・

抑止の機能と、消費者に対する情報提供の機能の両面を有してい

る。このため、公表基準を明確化し、違法・不当行為を行った事

業者名や違法行為については積極的に公表すべきである。 

また、消費者苦情についても、情報公開請求に対して事業者名

を含め情報公開法に則り、適切に開示すべきである。 

 

（４）連邦量刑ガイドライン的考え方の導入 

アメリカの連邦量刑ガイドラインは、違法行為を行った事業者

等について、法令遵守のための社内体制の整備状況等を考慮し、

罰金額の増減を図る仕組みを導入している29。 

我が国でも、事業者等の自主的な法令遵守体制の確立を促進し、

違法・不当行為の未然防止・拡大防止を図るため、行政処分にお

いて連邦量刑ガイドライン的考え方を導入することを検討すべ

きである。 

 

２．監視・取締り 

 

（１）行政による監視・取締りの強化 

違法・不当行為に対する監視体制を強化するとともに、より一

層厳格な取締りを行う必要がある。 

                                                 
29  アメリカの連邦量刑ガイドラインは、連邦裁判所が違法行為の量刑に関するガイドラインを公布する権限
を与えられたことを受けて 1987年に制定されたものであり、89年の改正により、違法行為を行った事業者等
について、法令遵守のための社内体制の整備状況等を考慮し、罰金額の増減を図る仕組みが導入された(施行は
91 年)。この制度の導入により、コンプライアンス・プログラムの制定、企業倫理の確立及び遵守のための組
織体制の整備、教育・研修プログラムの実施等、事業者の法令遵守のための取組が促進されている。 
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また、安全基準への適合を含め、民間の第三者機関による認証、

自己確認に委ねている分野についても、その認証や確認が適切に

行なわれているかを監視する必要がある。このため、行政による

検査機関の認定を更新制にすることなどを通じ、行政によるモニ

タリング機能を強化することが必要である。 

 

（２）消費者による監視 

行政による監視体制を補完するものとして、消費者による監視

を促すことが必要である。このため、例えば、消費者が行政に対

して措置を採ることを求めることができる申出権30（消費生活用

製品安全法、家庭用品品質表示法、JAS 法等で規定）を活用す

る等、消費者の目を活用した監視を促すことが必要である。  

 

 

第３節 自主行動基準の策定･運用 

 

１．コンプライアンス経営の必要性 

    

近年の企業不祥事の多発を背景に、消費者の事業者に対する信頼

は大きく損なわれている。事業者は消費者の信頼を取り戻すため、

経営トップ自ら率先垂範し、自主行動基準の策定・運用、社内にお

けるヘルプラインの設置、社内教育の充実等コンプライアンス経営

に積極的に取り組むことが不可欠となっている。 

                                                 
30  消費者から行政機関に対して法令違反等についての申出があった場合、行政機関は、必要な調査を行い、
措置を採ることが義務付けられるもの。 
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２．事業者の自主行動基準策定・運用 

 

  自主行動基準は、遵守すべき法令のほか、個々の事業者が、その

目指す経営姿勢や消費者対応等に関する方針を具体的に明文化し

たものであり、強制法規の遵守を明確化するという性格に加えて、

①法令の具体化･明確化、②法令適用の自主的拡大、③法令の上乗

せという 3つの役割を担っている。 

事業者は、自主行動基準を策定・運用するとともに、消費者にも

公表し、消費者からの評価を受けつつ、消費者志向の経営を行うこ

とが重要である。 

自主行動基準の策定に当たっては、明確性、具体性、透明性及び

信頼性をその要件として確保することが必要である。 

また、消費者対応に関する自主行動基準は、実効性を担保するた

めの体制・手続に裏付けられていることが必要である。 

 

３．事業者団体の自主行動基準策定・運用 

 

自主行動基準の策定・運用上、事業者団体の役割は大きく、自主

行動基準を事業者団体が策定・運用していけば、業界全体として消

費者からの信頼性を高めることにつながる。その際、事業者団体に

よる策定・運用プロセスをより透明化し、消費者の参加を促すこと

が望ましい。 
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４．行政による自主行動基準策定・運用の促進 

 

行政は、自主行動基準の普及啓発活動や自主行動基準を評価する

組織31の育成等を通じ、事業者等による自主行動基準の策定・運用

を促進することが必要である。 

 

 

第４節 公益通報者保護制度の整備 

 

１．制度の目的・必要性 

 

（１）近年続発した企業不祥事によって、事業者は消費者をはじめとす

る社会の信頼を大きく損ない、一部の事業者は市場からの撤退を余

儀なくされた。 

   事業者の活動は国民生活の隅々にまで大きな影響を与えるよう

になっており、消費者は、これら事業者の法令違反により様々な利

益を侵害されることとなる。 

 

（２）食品の偽装表示事件や自動車のリコール隠し事件にみられるよう

に、企業不祥事の多くは、事業者内部の労働者等からの通報を契機

として明らかにされた。  

   そもそも法令違反行為は許されるものではなく、事業者の透明性

や消費者への情報提供が従来にも増して求められている今日、これ

ら消費者利益等に関する法令違反の是正のための通報は、正当な行

                                                 
31 例えば、特定非営利活動法人「消費者ネット関西」が活動している。 
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為として評価されるべきと考えられる。 

その一方、民間の通報者支援団体には、これら通報者から、事業

者内部や外部に誠実に通報したにもかかわらず職場で不利益な取扱

いを受けているとの相談が寄せられている。 

労働者に対する解雇や懲戒処分について判例では、それが客観的

に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない場合には、

権利の濫用として無効となるとされており、公益通報を行った労働

者の解雇が無効となった例もある。しかし、公益のために通報を行

った場合に、どのような内容の通報をどこへ行えば解雇等の不利益

な取扱いから保護されるのかは必ずしも明確でないのが現状である。 

 

（３）近年、英国においては包括的な公益通報者保護法である「公益開

示法（Public Interest Disclosure Act 1998）」が制定され、米国におい

ても公的部門を対象とする「内部告発者保護法（Whistleblower 

Protection Act of 1989）」のほか、「21世紀に向けた航空投資・改革

法（Aviation Investment and Reform Act for the 21st Century 2000）」、「企

業改革法（Corporate and Criminal Fraud Accountability Act 2002）」な

ど、個別分野において公益通報者保護に関する立法が進められてい

る。 

 

（４）これらを踏まえ、事業者においては、企業行動指針の策定、「企

業倫理ヘルプライン（相談窓口）」の整備、社内教育の充実等の自

主的な取組みが進められているところであるが、各事業者において、

事業規模等の実情に応じつつ、企業倫理の浸透とコンプライアンス

（法令遵守）経営の促進に向けて、このような取組みをなお一層積
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極的に進めることが求められる。 

   同時に、事業者による法令遵守を確保して消費者利益の擁護等を

図っていくためには、公益のために通報を行ったことを理由として

労働者が解雇等の不利益な取扱いを受けることのないよう通報者

保護に関する制度的なルールを明確化し、通報の結果に対する予見

可能性を高めていくことが必要と考えられる。 

   このような通報者保護に関する制度的なルールの明確化は、事業

者のコンプライアンス（法令遵守）経営や消費者への情報提供を通

じ、消費者被害の未然防止・拡大防止等に資するほか、法令違反に

対する行政の監視機能を補完する仕組みとしても効果を発揮する

ことが期待される。 

 

（５）このため、制度が悪用されることのないよう配慮しつつ、事業者

による法令遵守を確保して消費者利益の擁護等を図るため、公益通

報者保護制度を整備する必要があるものと考える。 

   今後、制度化の過程においては、パブリックコメントなど広く意

見を聴取すべきである。また、以下に述べる公益通報者保護制度の

内容は、近年の不祥事の発生を踏まえて制度化を図るべきものをま

とめたものであり、制度化後の運用状況を踏まえ、必要な見直しに

ついて検討を行っていく必要がある。 

 

（６）なお、本制度の対象とならない通報については、一般法理に基づ

き、個々の事案ごとに、通報の公益性等に応じて通報者の保護が図

られるべきであり、制度の導入により反対解釈がなされることがあ

ってはならない。制度の実施にあたっては、この点について十分な
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周知を行うことが必要である。 

 

２．通報の範囲 

 

（１）食品の偽装表示や自動車のリコールに係る事件など、企業内部の

労働者等からの通報を契機として企業の不祥事が明らかになる事

例が相次いでいる。 

このため、中間報告では、「公益通報は消費者問題に関係する法令

等への違反だけに限定されるわけではなく、あらゆる分野における

法令違反全般、人の健康・安全への危険、環境への悪影響などの幅

広い公益通報を対象として検討が行われることが望ましい。」と指摘

しつつ、公益通報者保護制度を消費者政策の在り方に関する検討事

項の一つとして取り上げ、できるだけ早急に具体化することが必要

であるとして、「まず、消費者利益の擁護のための公益通報者保護制

度について検討を進める」こととしている。 

   これを踏まえ、まず、消費者利益（生命、身体、財産など）を侵

害する法令違反を本制度による通報の対象とすべきと考える。 

 

（２）また、事業者（法人その他の団体）の活動においては、商品・サ

ービスの提供による被害のほかにも、事業設備における事故の発生

により公共の安全が阻害されるなど人の健康･安全に危険が及ぶ場

合や、廃棄物等により環境に悪影響が及ぶ場合がある。 

このような国民生活にかかわる分野での法令違反は、消費者利益

を侵害する法令違反と密接な関係があり、また、被害の未然防止・

拡大防止を図ることが重要であることから、通報の対象としてこれ
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らの分野も含めることが望ましい。 

 

（３）これらの通報の対象となる法令違反の範囲については、保護され

る通報の範囲を明確にする観点から、消費者利益の侵害、人の健

康・安全への危険、環境への悪影響に関する規制違反や刑法犯など

の法令違反とすることが考えられる。この場合、通報者が通報時に

法令違反であると信じるに足りる相当の理由があった場合には、通

報者の保護がなされるよう配慮すべきと考えられる。 

   この通報の範囲については、人の生命又は身体への危害は極めて

重大な問題であり、これら危害のおそれがある場合には、被害の未

然防止・拡大防止の観点から、法令違反の有無を問わず通報の対象

に含めることとすべきとの意見があった。 

   また、広く消費者利益の擁護等を図る観点から、人の生命又は身

体への危害に限らず財産への侵害についても、侵害の事実又はその

おそれがある場合には、通報の対象に含めることとすべきとの意見

もあった。 

 

３．通報者の保護 

 

（１）通報者保護の内容 

① 一般に労働者が事業者内部の情報を外部に通報し、事業者の信用

低下等を招いた場合、事業者は、企業秩序維持の観点から、誠実義

務違反として解雇等の処分を行うことが考えられる。しかし、消費

者利益の擁護など公益を図るために行われた通報については、一定

の要件の下で、通報を理由とした解雇等の不利益な取扱いが行われ



51 

ないようにすべきであり、そのための民事ルールを設定する必要が

ある。 

② このため、一定の保護要件を満たす通報を理由とした解雇につい

ては、無効とすべきである。解雇以外の不利益な取扱いとしては、

降格、減給等の懲戒処分や不利益な配置転換等の人事上の措置のほ

か、業務に従事させない、専ら雑務に従事させるなどの事実上の措

置が考えられ、これらも含めて不利益な取扱いをしてはならないこ

ととすべきである。 

③ なお、現在、個別の通報者保護に関する制度として、原子炉等規

制法に基づく主務大臣等への申告制度のほか、事業場における労働

基準関係法令や労働安全衛生関係法令等に関する違反の事実を労

働基準監督官等へ申告する制度があり、これらの制度においては、 

 ア．当該法令の違反行為について行政機関への通報制度を設けると

ともに、 

 イ．通常、通報者に対する不利益取扱いを禁止し、これを罰則によ

って担保している。 

  このような行政機関への通報制度も、個別法令の実効性を確保す

る必要性の高い分野においては有効な仕組みであると考えられる。 

 

（２）通報者の範囲 

① 事業者に雇用されている労働者は、労働契約に基づき事業者の指

揮命令に従うほか、誠実義務を負っており、通報を行った場合には、

当該義務違反を理由に解雇等の不利益な取扱いを受けるおそれが

あることから保護の対象とする必要がある。また、元労働者、派遣

労働者等の取扱いなど、対象となる労働者の範囲については、さら
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に検討する必要がある。  

② 公務員についても、民間部門の労働者と同様に通報者が保護さ

れる必要がある。公務員は、身分保障や分限・懲戒事由が法定さ

れていること、犯罪についての告発義務が課されていること等か

ら、公務員が、公益のためにその認知した法令違反行為を適宜の

方法で通報しても、そのことを理由として不利益な取扱いを受け

ることは現行法上も許容されるものではない。この趣旨を明確に

し、十分な周知を図るとともに、通報を受ける窓口の明確化等に

より、迅速かつ適切に通報に対処していく必要がある。 

 

４．保護される通報先と保護要件 

 

（１）事業者内部への通報 

① 事業者は法令を遵守した経営を行うべきことは当然であり、いわ

ゆる企業倫理ヘルプラインや事業者が指定した通報先など事業者

内部に通報したことを理由として労働者が不利益な取扱いを受け

ることがあってはならない。 

② 通報が保護されるための要件としては、恐喝、加害などの不正の

目的で行われてはならないことは当然であるほか、その目的が主と

して個人的利益を図ることでないことが必要と考えられる（誠実

性）。 

 

（２）事業者外部への通報 

① 事業者内部に通報すれば不利益な取扱いを受けるおそれがある

場合等一定の要件の下においては、消費者利益の擁護等を図る観点
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から、事業者外部への通報も保護の対象とする必要がある。 

② 通報が保護されるための要件としては、英国公益開示法を参考と

しつつ、通報先に応じて以下のような保護要件を設けることが考え

られる。 

  

 ア．行政機関への通報 

   次の要件をいずれも満たすこと。 

  ○「誠実性」の要件を満たすこと。 

  ○通報の内容が真実又は真実であると信じるに足る相当の理由

があること（真実相当性）。 

 

 イ．その他の事業者外部への通報 

   次の要件をいずれも満たすこと。 

  ○「誠実性」及び「真実相当性」の要件を満たすこと。  

  ○事業者外部への通報が適切であること。具体的には次のような

場合が考えられる。   

(a) 通報時において、当該労働者が事業者内部又は行政機関に

通報すれば事業者から不利益な取扱いを受けると信じるに

足りる相当の理由がある場合 

   (b) 当該労働者が事業者内部に通報すれば証拠が隠滅されたり

破壊されるおそれがあると信じるに足りる相当の理由があ

る場合 

    (C) 当該労働者が事業者内部又は行政機関に当該問題を通報し

た後、相当の期間内に通報の対象となった事業者の行為につ

いて適当な措置がなされない場合 



 
 
 

54 

(d) 通報の対象となった事業者の行為により、人の生命又は身

体に危害が発生し、又は発生する急迫した危険がある場合 

  ○通報の対象となった事業者の行為によって発生し、又は発生す

るおそれのある被害の内容、程度等に応じて、被害の未然防

止・拡大防止のために相当な通報先であること。 

 

 

第５節 消費者団体訴訟制度 

 

１．消費者被害の特徴と被害救済 

 

（１）消費者被害の特徴 

消費者トラブルが長期的に増加傾向にあり、消費者の被る被害も

深刻なものとなっている。こうした消費者被害の特徴としては、

個々の被害額は比較的少額である一方、同種の被害が多数の者に及

ぶことが多いことが挙げられる。 

 

（２）消費者被害救済上の問題点 

   被害を受けた消費者個人が被害救済のために訴えを提起するこ

とは、 

・被害額が訴訟に踏み切るには少額であるために、結果的に被害者

が「泣き寝入り」してしまう傾向にあること 

・ 消費者個人では訴訟に関する専門的知識や十分な資金に乏しく、

時間的負担も大きいこと 

・消費者個人が訴訟において立証を行うことは困難であること 
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・ 事業者に支払能力がないなど、勝訴しても事業者から損失を回

収できない場合も多いこと 

などから、困難である場合が多い。 

   このため、被害を受けた消費者個人の救済が不十分であるととも

に、被害がさらに発生・拡大することとなっている。 

 

（３）消費者被害救済における消費者団体の役割 

   消費者は事業者と比べて情報力・交渉力に劣ることから、消費者

団体が消費者に代わって事業者の行為を監視するなど、消費者の視

点に立った市場の監視者としての役割を担うことが重要である。ま

た、個々の消費者が、自ら被害の救済を図ることは困難であること

から、消費者の利益擁護のために活動する消費者団体が消費者被害

の救済を支援する役割を果たすことが重要である。 

 

（４）我が国における消費者団体訴訟制度の検討 

   こうした中で、一定の消費者団体に消費者全体の利益擁護のため

に訴訟を提起する権利（団体訴権）を認める制度（消費者団体訴訟

制度）について議論が行われてきた。消費者契約法案に対する衆参

両院の附帯決議（2000年 4月）において、消費者契約法の施行状

況等を踏まえ、差止請求に係る団体訴権について検討を行うべき旨

が盛り込まれた。また、司法制度改革審議会意見書（2001年 6月）

を踏まえ、司法制度改革推進計画32において、団体訴権の導入、導

入する場合の適格団体の決め方等について、法分野ごとに個別の実

体法において検討を行うこととされた。 

                                                 
32 2002年3 月 19 日閣議決定 
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２．諸外国の法制 

    

（１）諸外国においては、国により制度の内容は異なるものの、一定

の消費者団体に不当な約款条項の使用や不当な勧誘行為等に対

する差止請求を認める消費者団体訴訟制度が導入されている。ま

た、一部の国では、損害賠償請求も認める制度が導入されている。 

制度の導入国は多数に及び､EU では､ドイツ､フランス、イギ

リス、オランダ､イタリア､スペイン､ギリシャ､ベルギー､スウェ

ーデン等で導入されており､それ以外の地域でも､台湾､タイ､イ

ンド､インドネシア､フィリピン､スリランカにおいて導入されて

いる33。 

 

（２）特に、EU 諸国においては、93 年に、不公正条項規制を実効化

するために、約款条項の規制手段の整備を加盟国に義務付ける EC

指令34が出された。さらに 98 年には、加盟各国の集団的訴権を相

互に承認することを義務付け、また、不当な行為についても差止め

の対象とする内容の EU指令35が出された。 

これらの指令に基づき、消費者団体訴訟制度の導入が進んでおり、

消費者団体訴訟制度が EU の消費者政策において重要な意味を持

つようになってきている。 

 

 

                                                 
33  アメリカでは、消費者団体訴訟制度は導入されていないが、消費者被害の集団的救済のためにクラス・
アクション（被害者の中から1 人又は数名の代表者が名乗り出て､すべての被害者のために訴訟を提起すること
などができる制度）が活用されている。 
34 「消費者契約における不公正条項に関する指令」（93/13/EEC） 
35 「消費者の利益を保護するための差止命令に関する指令」（98/27/EC）  
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３．消費者団体訴訟制度 

  

（１）被害を受けた消費者個人が被害救済のために訴えを提起する   

ことが困難な状況にかんがみれば、消費者被害を効果的に防止・救

済するため、消費者団体訴訟制度を導入することが必要である。消

費者団体訴訟制度としては、消費者団体に、不当条項の使用や不当

な勧誘行為等に対する差止請求権を認める制度や損害賠償請求権

を認める制度が考えられるが、特に､消費者被害が多発している現

状にかんがみると、消費者被害の発生・拡散を防止するための差止

制度を早急に導入することが必要である。 

 

（２）消費者団体訴訟制度の検討に当たっては、 

・ どのような消費者団体に訴権を認めるべきか 

・ 何を差止めの対象とすべきか（約款中の不当条項、不当表示・

不当広告、不当な勧誘行為など） 

・ 差止判決にどのような効果が認められるべきか 

・ 制度の実効性をどう確保するか 

等、制度の具体的内容について、更に検討を行う必要がある。 
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第５章 消費者保護基本法の見直し 

 

第１節 消費者保護基本法見直しの必要性 

 

（１）本報告書の第２章以降において、21 世紀にふさわしい消費者政

策の基本的考え方をグランドデザインとして示したところである。 

その主なポイントは、 

①消費者の位置付けを｢保護される者｣から｢自立した主体｣へと転

換する必要があること。 

②消費者が、安全に生活し、必要な情報を得て適切な選択が行える

こと等を消費者の権利と位置付ける必要があること。  

③それら権利を実現するため､行政､事業者､消費者がそれぞれの責

務と役割を果たす必要があること。 

④消費者政策の手法は、事業者への事前規制を中心とした手法から､

市場メカニズムを活用する手法へ重点をシフトするとともに、事

後チェック体制の強化が必要であること。 

⑤安全の確保等、市場メカニズム活用が適当でない政策領域では､

引き続き規制などによる行政の関与が必要であること｡ 

などである。 

 

（２）このグランドデザインを具体化していくためには、68 年の制定

以降、我が国の消費者政策の基本的枠組みとなっている消費者保護

基本法（以下、本章において「基本法」という）を見直し、21 世

紀にふさわしい消費者政策の理念と政策の基本的方向性を明らか

にする必要がある｡これにより、各種消費者関連法令や制度の整備
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を推進し､消費者政策を充実･強化していくべきである｡ 

 

 

第２節 見直しの方向性 

 

（１）基本法を見直していくに当たっては、本報告書で示したグランド      

デザインを踏まえ、      

・消費者の位置付けを「保護される者」から「自立した主体」へ転

換すること 

・消費者の権利を明確にすること 

・消費者の権利実現のため､各主体の責務・役割や消費者政策の方

向性を位置付けること 

を旨とすべきである。 

 

（２）具体的には、以下の事項を始めとして基本法を総合的に見直す必

要がある。 

 

①消費者政策の理念 

基本法には、消費者政策の理念についての条文が置かれていない

ことから、安全が確保され、必要な情報を得て適切な選択を行える

ことなどを消費者の権利として位置付け、これらの権利を実現する

ために消費者政策を展開するとの基本理念を明確にする。 

 

②行政・事業者の責務と消費者の役割 

本報告書第２章で示した各主体の責務・役割を踏まえ、行政は消
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費者の権利実現のために消費者政策を展開し、事業者は消費者の権

利を尊重した事業活動とコンプライアンス経営に努め、消費者は、

権利実現のために積極的な役割を果たす旨を明確にするよう、基本

法におけるそれぞれの責務と役割の内容を見直す。 

また、消費者団体､事業者団体の果たすべき役割の明確化につい

て検討する。 

 

③施策に関する規定の充実 

基本法においては、消費者トラブルの多い消費者契約の適正化に

関する規定が置かれていないなど、施策に関する規定が不十分であ

る。 

本報告書第３章で示した内容を踏まえ、消費者の安全確保、消費

者契約の適正化等の施策に関し、消費者の権利実現のための消費者

政策を展開する上で不可欠な基本的考え方を盛り込み、規定を充実

させる。 

 

④苦情処理・紛争解決 

基本法においては消費者からの苦情の処理に関する都道府県や

国民生活センターの役割が明確に位置付けられていないことから、

これらを明確化するよう見直す。 

裁判外紛争解決については、基本法において消費者政策の基本的

な事項としての位置付けが与えられていないことから、都道府県等

や事業者団体の責務・役割として適切に規定することを検討する。 

   

⑤行政の推進体制の充実・強化 

消費者政策を推進するための行政の体制を充実・強化し、その推
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進体制を明確に位置付ける。 
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おわりに 

 

当部会は、規制緩和や IT化・国際化の進展、少子・高齢化の進行等

の経済社会の大きな変化を踏まえ、21 世紀にふさわしい消費者政策の

グランドデザインを提示すべく審議を重ね、本報告書をとりまとめた。

そのポイントは、消費者の権利を基本理念として消費者政策を再構築す

ることであり、そのために、各主体がそれぞれの役割と責務を果たすこ

とである｡この考え方を実現していくため､各分野の消費者政策につい

て基本的考え方を示すとともに、消費者政策の枠組みである消費者保護

基本法の見直しの方向性を示した｡ 

今後、このグランドデザインに沿って早急に消費者政策見直しの具体

化を図っていくべきである｡また、経済社会の変化は極めて速いことか

ら、その変化に柔軟に対応し、常に時代に即応した消費者政策が展開さ

れるべきである。  

政府においては、こうした取組を通じ、消費者政策が 21世紀にふさ

わしいものとなり、消費者の権利が実現されるよう、消費者保護基本法

の見直しを始めとして、所要の措置を講じられるよう要請する。 
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国民生活審議会消費者政策部会 
「２１世紀型の消費者政策の在り方について」 

審 議 経 過 
 

平成 14 年 

6 月 11 日   

 

6 月 26 日  

 

7 月 31 日  

 

 

8 月 29 日 

 

 

9 月 13 日  

 

 

 

10 月 21 日 

 

 

11 月 5 日 

 

 

11 月 28 日１1月 28 日 

 

 

12 月 17 日  

 

 

 

 

12 月 24 日 

 

12 月 26 日 

 ・消費者政策の在り方に関するフリーディスカッション（１） 

 

 ・消費者政策の在り方に関するフリーディスカッション（２） 

 

 ・消費者政策の基本的考え方 

  （消費者政策の理念と目的、消費者の権利等） 

 

 ・消費者契約の適正化（１） 

（消費者契約の適正化の必要性、情報提供義務、高齢者等への対応等）  

 

 ・消費者契約の適正化（２） 

  （表示・広告、勧誘行為の適正化、クーリングオフ、消費者信用等） 

 ・公益通報者保護制度（フリーディスカッション）  

 

 ・消費者安全の在り方 

  （情報の収集・提供の在り方、製品製造段階・流通後の安全確保等） 

 

 ・公益通報者保護制度 

  （公益通報者保護制度の必要性と目的、公益の範囲、通報の手続き等） 

 

 ・苦情処理・裁判外紛争解決の在り方 

  （基本的考え方、行政・民間による苦情処理・紛争解決等） 

 

 ・自主行動基準検討委員会最終報告 

 ・消費者行政の枠組み 

  （消費者行政の推進体制、違法・不当行為の抑止・監視） 

 ・中間報告(案)骨子 

 

・中間報告（案） 

 

・中間報告とりまとめ 
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平成 15 年 

    2 月 3 日 

 

 

 

 

  

   2 月 21 日 

 

 

 

3 月 18 日 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

    4 月 11 日 

 

   4 月 25 日 

    

5 月 19 日 

 

   5 月 28 日 

 

 

 

 

 

 

 

 

・意見募集の結果 
・消費者教育の充実・推進 
 （消費者教育の機会、消費者教育の内容・指導方法、消費

者教育の推進主体等） 
・消費者政策における環境対応の在り方 
 

・消費者団体の役割と消費者団体訴訟制度 
 （消費者団体の役割、消費者団体訴訟制度の必要性、消費

者団体訴訟制度の内容・範囲、適格団体の要件等） 
 
・IT化の進展に対応した消費者政策の在り方 
 （IT 化の進展と消費生活への影響、IT 化に伴う消費者問
題の増加・多様化、IT 化に伴う消費者問題への対応課
題等） 
・国際化の進展に対応した消費者政策の在り方 
 （輸入品の安全確保、国際的な消費者取引の適正化、国際

的な苦情処理・紛争解決体制の強化） 
・消費者政策の推進の在り方 
 （現在の推進体制の課題、消費者保護会議の機能強化等） 
 
・最終報告（スケルトン案） 
 
・最終報告（１～３章案） 
 
・最終報告（案） 
 
・最終報告とりまとめ 
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